
広島市選挙管理委員会告示第７号  

令 和 ７ 年 1 0 月 ２ ２ 日  

 

広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する

規程の一部を改正する規程を次のように定めます。  

 

広 島 市 選 挙 管 理 委 員 会  

委員長  二  國  則  昭  

 

広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運動の公費負担

に関する規程の一部を改正する規程  

広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する

規程（平成５年広島市選挙管理委員会告示第２１号）の一部を次のように改正

する。  

別記第５号様式その１備考４中「７円７３銭」を「８円３８銭」に  

「３８６，５００円＋５円１８銭」を「４１９，０００円＋５円６２銭」に改

め、同様式その２備考４中「５８６，９０５円＋２８円３５銭」を  

「６０９，６９０円＋３０円７３銭」に、「３１６，２５０円＋５４１円３１銭」

を「３１６，２５０円＋５８６円８８銭」に改める。  

別記６号様式その２（別紙）備考１中「７円７３銭」を「８円３８銭」に、

「３８６，５００円＋５円１８銭」を「４１９，０００円＋５円６２銭」に改

め、同様式その３（別紙）備考２中「５８６，９０５円＋２８円３５銭」を  

「６０９，６９０円＋３０円７３銭」に、「３１６，２５０円＋５４１円３１銭」

を「３１６，２５０円＋５８６円８８銭」に改める。  

附  則  

１  この規程は、告示の日から施行する。  

２  この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用

する。  


